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１ 指定内容に係る変更届 
⑴ 提出期限等 
  指定事業者は、その指定に係る内容について変更が生じた場合は、原則として変更日から

１０日以内（１０日目が閉庁日の場合はその直後の開庁日）に、「変更届出書（第２号様式）」
及び必要な添付書類を提出しなければなりません。 

 ※ 必要な添付書類については、３ページの「変更届が必要な事項及び添付書類」を確認し

てください。 
 ※ １０日を過ぎて提出される場合は、「遅延理由書兼誓約書」を添付してください。 

 

 ⑵ 軽微な変更に係る特例的な取扱い 
従業員の交代に伴う運営規程（従業者の職種、員数及び職務の内容）の変更については、

その都度ではなく、年１回、４月１日時点で前年と比較して、従業者の員数の記載が変更と

なる場合に、４月１０日までに届け出ることとします。 
なお、従業者の員数の記載については、「○○人」という記載以外に、「○○人以上」と

いう記載でも差し支えありません。この記載の場合、従業者の員数に変更があっても、運営

規程の人員を満たし、かつ、人員基準を満たしていれば、変更届の提出は不要です。 
 

⑶ 事前相談が必要な場合 

 ア 事前相談が必要な変更事項 
   ○ 事業所・施設の移転 
   ○ 従たる事業所の設置 

   ○ 利用定員の変更（増員及び減員） 
   ○ 共同生活援助の種類（介護サービス包括型、日中サービス支援型又は外部サービス利

用型）の変更、共同生活住居の追加 

   ○ 短期入所の種類（併設型又は空床型）の変更 
   ○ 障害者支援施設のサービスの変更 
   ※ 面積要件がある事業（生活介護、短期入所、宿泊型自立訓練、共同生活援助、障害者

支援施設）の事業所の移転、従たる事業所の設置及び利用定員の変更を行う場合は、変
更日の３か月前までに事前相談をしてください。 

  イ 変更届の提出期限 
   (ｱ) 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、特定・一般相談支援の事業所の移転

並びに短期入所の種類（併設型又は空床型）の変更 
     変更日から１０日以内 

   (ｲ) (ｱ)以外の変更 
     変更日の１箇月前 
  ウ 変更指定申請が必要な場合 

    以下の変更事項については、変更届ではなく、「変更指定申請書（第１－３号様式）」
の提出が必要となります。変更日の１箇月前までに提出してください。 

   ○ 定員の増（生活介護、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型） 
  ○ 障害者支援施設のサービスの変更 

   ※ 添付書類については、２ページの「変更指定申請に必要な書類」を参照してください。 
  エ 留意事項 

   ○ 十分な時間的余裕をもって事前相談をしてください。 
   ○ 事前相談は予約制になっていますので、必ず事前に電話で予約をお願いします。また

事前相談には、サービス種別ごとに作成した事前相談票を持参してください。 

   ○ 面積要件のある事業（生活介護、短期入所、宿泊型自立訓練、共同生活援助、障害者
支援施設）の事業所の移転及び利用定員の変更については、事前に現地確認を行い、要
件を満たしていることを確認したうえで、変更届を受理します。 

   ○ 例年、４月については、基本報酬等給付の算定変更に伴う業務を優先するため、面積
要件がある事業（生活介護、短期入所、宿泊型自立訓練、共同生活援助、障害者支援施
設）の事業所の移転、従たる事業所の設置及び利用定員の変更については、原則として、

４月２日から５月３１日付けでの変更を受けることができません。 
 
 ⑷ 電話番号及びファックス番号の変更 

   事業所の電話番号及びファックス番号が変更となった場合は、速やかに「電話・ファック
ス番号変更届」を提出してください。 
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変更指定申請に必要な書類 

 

① 生活介護、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型に係る定員の増を行う場合 

・変更指定申請書（第１－３号様式） 

・付表 

・従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙２） 

・建物の構造概要及び平面図（参考様式１） 

・事業所の内部及び外観の写真 

・運営規程 

・誓約書（参考様式８） 

・役員名簿（参考様式９） 

・介護給付費等算定に係る体制届出書等（様式第５号、別紙１、２、その他届出に必要な資料） 

 

② 障害者支援施設のサービスの変更 

・変更指定申請書（第１－３号様式） 

・付表 

・従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙２） 

・建物の構造概要及び平面図（参考様式１） 

・事業所の内部及び外観の写真 

・運営規程 

・指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由（＊該当する場合のみ） 

・誓約書（参考様式８） 

・役員名簿（参考様式９） 

・介護給付費等算定に係る体制届出書等（様式第５号、別紙１、２、その他届出に必要な資料） 
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変更届が必要な事項及び添付書類 
(障害福祉サービス事業、障害者支援施設、相談支援事業) 

変更事項 添付書類 

①事業所(施設)の名称 運営規程 

②事業所(施設)の所在地【事前相談が必要】 
運営規程、事業所の平面図(参考様式１)、事業所の内部及

び外観の写真 

③申請者(設置者)の名称 
登記簿謄本注 

④申請者(設置者)の主たる事務所の所在地 

⑤申請者(設置者)の代表者及び役員の氏名、

生年月日、職名及び住所 

登記簿謄本注(代表者変更の場合のみ)、誓約書(参考様式

８、８－１、８－２のうち該当するもの)、役員等名簿(参
考様式９) 

⑥登記事項証明書又は条例等(当該指定事業に

関するものに限る。) 
登記簿謄本注 

⑦事業所(施設)の建物の構造概要及び平面

図並びに設備の概要 
事業所平面図(参考様式１)、事業所の内部及び外観の写真 

⑧管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 
経歴書(参考様式３)、勤務体制一覧表(別紙２)、誓約書(参
考様式８、８－１、８－２のうち該当するもの)、役員等

名簿(参考様式９) 

⑨サービス提供責任者の氏名、生年月日、住

所及び経歴 
経歴書(参考様式３)、資格証等写し、実務経験証明書※(参
考様式４)、勤務体制一覧表(別紙２) 
※実務経験証明書は、必要なサービスのみ 

⑩サービス管理責任者の氏名、生年月日、住
所及び経歴 

⑪主たる対象者 運営規程、主たる対象者を特定する理由等(参考様式７) 

⑫運営規程 

従業者の職種、員数及び職務
の内容 

勤務体制一覧表(別紙２)、資格証等写し※、実務経験証明

書※、運営規程 
※資格証等写し、実務経験証明書は、必要なサービスのみ 

利用定員 
【事前相談が必要】 

指定に係る記載事項(付表)、勤務体制一覧表(別紙２)、運
営規程 

共同生活援助の種類 
【事前相談が必要】 

勤務体制一覧表(別紙２)、生活支援員の必要数の算出根拠

(介護サービス包括型及び日中サービス支援型の場合の
み)、受託居宅サービス事業者及び事業所の名称及び所在
地(参考様式１０)(外部サービス利用型の場合のみ)、運営

規程 

共同生活援助の 
共同生活住居の追加 

【事前相談が必要】 

共同生活援助事業所の指定に係る記載事項(付表７、７－ 

１のうち該当するもの)、共同生活住居の平面図(参考様式 
１)、共同生活住居の内部及び外観の写真、勤務体制一覧 
表(別紙２)、生活支援員の必要数の算出根拠(介護サービ 

ス包括型及び日中サービス支援型の場合のみ)、受託居宅 
サービス事業者及び事業所の名称及び所在地(参考様式１ 
０)(外部サービス利用型の場合のみ)、運営規程 

従たる事業所の設置 
【事前相談が必要】 

指定に係る記載事項（付表）、事業所平面図(参考様式１)、 
事業所の内部及び外観の写真、勤務体制一覧表(別紙２)、 
資格証等写し※、実務経験証明書※、運営規程 

※資格証等写し、実務経験証明書は、必要なサービスのみ 

その他の事項 運営規程 

⑬短期入所事業所の種別(併設型・空床型の
別) 【事前相談が必要】 

短期入所事業所の指定に係る記載事項(付表５) 

⑭併設型における利用定員数又は空床型に
おける当該施設の入所定員 

短期入所事業所の指定に係る記載事項(付表５) 

⑮協力医療機関・協力歯科医療機関の名称及

び診療科名並びに契約内容 
協力医療機関等との契約の内容等が分かるもの 

⑯他の障害福祉サービス事業者等との連携

支援体制の概要(共同生活援助に限る。) 
連携の内容の概要が分かるもの 

⑰相談支援専門員の氏名、生年月日、住所及
び経歴 

経歴書(参考様式３)、資格証等写し、実務経験証明書(参
考様式４)、勤務体制一覧表(別紙２) 
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⑱提携している公共職業安定所その他関係
機関の名称(就労移行支援に限る。) 

就労移行支援事業所の指定に係る記載事項(付表１１) 

⑲提供する福祉サービスの種類 
(重度障害者等包括支援に限る。) 

運営規程、提供する障害福祉サービス事業の指定書写し、
障害福祉サービス等を提供する事業所に係る変更届 

⑳委託により提供している障害福祉サービ

スの種類、当該事業所の名称及び所在地 
(重度障害者等包括支援に限る。) 

運営規程、提供する障害福祉サービス事業の指定書写し、
委託事業所に係る変更届、委託関係を証明する書類 

注 登記の変更が提出期限に間に合わない場合は、「変更届」及び「登記簿謄本以外の添付書類」を期限までに提出し、

登記簿謄本は変更後速やかに提出すること。 
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２ 給付費等に係る届出書 

 ⑴ 加算等に係る届出 

ア 提出書類 

     ・介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書（第５号様式） 

     ・介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表（別紙１） 

     ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙２） 

     ・変更内容が分かる添付書類（６ページ「加算等について体制の届出が必要なサービス一

覧」を確認してください。） 

イ 提出期限（算定の開始時期） 

(ｱ) 報酬が増える届出 

届出が毎月１５日以前になされた場合には翌月から、１６日以降になされた場合には

翌々月から算定を開始します。 

ただし、「福祉・介護職員処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」「福

祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」の算定を受けようとする事業者は、算定を受

けようとする月の前々月の末日までに届出が必要となります。 

   (ｲ) 加算の取下げ又は減算 

     事由発生後、速やかに届け出てください。 

  ウ その他 

    「福祉・介護職員処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」「福祉・介護

職員等ベースアップ等支援加算」については、毎年、翌年度の処遇改善計画書を４月１５

日までに、前年度の実績報告書を７月末までに提出する必要があります。 

 

 ⑵ 食事の提供及び居住に要する費用に係る徴収額の届出 

補足給付を算定する施設において、変更が生じた場合は、その都度届け出る必要があります。 

ア 届出対象 

障害者支援施設 

イ 提出書類 

食事の提供及び居住に要する費用に係る徴収額届出書（届出様式１） 

  ウ 提出期限 

変更日から１０日以内 

 

 ⑶ 利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等に係る届出 

一人の利用者が一月に利用できる日数（支給量）は、原則として各月の日数から８日を控

除した日数（原則の日数）を上限とされていますが、日中活動サービスの事業運営上の理由

から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、当該施設が特定する３箇月以上１年

以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば、京都市長

に届け出ることにより、「原則の日数」を超えてサービスを利用することができるとされて

います。 

  ア 届出対象 

日中活動サービスを実施している事業所（生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、

就労移行支援、就労継続支援） 

  イ 提出書類 

・利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出書（届出様式２） 

・年間スケジュール表など年間を通じた事業計画が分かる資料（任意様式） 

  ウ 提出期限 

適用を受けようとする開始月の前月の１５日 
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介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 様式第５号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

介護給付費等の算定に係る体制等一覧表 別紙１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

従事者の勤務体制及び勤務形態一覧表 別紙２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福祉・介護職員処遇改善加算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福祉・介護職員等特定処遇改善加算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

別紙1-1★ ○

別紙1-2★ ○

別紙1-3★ ○

別紙1-4★ ○

別紙2-1 ○

別紙2-2 ○

福祉専門職員配置等加算 別紙３★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福祉専門職員配置等加算（共生型短期入所） 別紙3-1★ ●

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 別紙４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

食事提供体制加算 別紙５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

送迎加算 別紙６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

栄養士配置加算 ○

栄養マネジメント加算 ○

重度障害者支援加算又は大規模住居減算 別紙８ ○

夜勤職員加配加算 別紙９ ○

夜間支援等体制加算（共同生活援助） 別紙10-1 ○

夜間支援等体制加算（宿泊型自立訓練） 別紙10-2 ○

地域生活移行個別支援特別加算 別紙11★ ○ ○ ○

通勤者生活支援加算 別紙12 ○

重度障害者支援加算(Ⅰ)（施設入所支援） 別紙13-1 ○

重度障害者支援加算(Ⅱ)（施設入所支援） 別紙13-2★ ○

重度障害者支援加算（短期入所） 別紙13-3★ ○

重度障害者支援加算（共同生活援助） 別紙13-4★ ○

重度障害者支援加算(Ⅱ)（生活介護） 別紙13-5★ ○

夜勤職員配置体制加算 別紙14 ○

夜間看護体制加算 別紙15★ ○

短期滞在加算及び精神障害者退院支援施設加算 別紙16 ○ ○

看護職員配置加算 別紙17★ ○ ○

看護職員配置加算（共同生活援助） 別紙17-1★ ○

常勤看護職員等配置加算 　　－　★ ○ ○

地域移行支援体制強化加算及び通勤者生活支援加算 別紙18 ○

就労移行支援に係る基本報酬の算定区分(サービス費(Ⅰ)) 別紙19 ○

就労定着者の状況(サービス費(Ⅰ)) 別紙19-1 ○

就労移行支援に係る基本報酬の算定区分(サービス費(Ⅱ)) 別紙20 ○

就労定着者の状況(サービス費(Ⅱ)) 別紙20-1 ○

就労支援関係研修修了加算 別紙21★ ○ ○

就労移行支援体制加算（生活介護、自立訓練） 別紙22-1 ○ ○ ○

就労移行支援体制加算（就労継続支援Ａ型） 別紙22-2 ○

就労移行支援体制加算（就労継続支援Ｂ型） 別紙22-3 ○

移行準備支援体制加算 別紙23 ○ ○

重度者支援体制加算 別紙24 ○ ○

目標工賃達成指導員配置加算 別紙25 ○

延長支援加算 別紙26★ ○

医療連携体制加算（共同生活援助：Ⅶ、短期入所：Ⅸ） 別紙27★ ○ ○

体制加算に係る届出（計画相談支援） 別紙28★ ○

※　網掛け部分は基本報酬に係る届出

※　●は共生型サービスに係る加算

※　★は必要様式に加えて、根拠書類（要件を満たすことが分かるもの、資格証等の写し等）の提出が必要

障害福祉サービス等

処
遇
改
善

別紙事務処理
手順・様式例
のとおり

加算等について体制の届出が必要なサービス一覧

必
要
様
式

共
通

そ
の
他
の
加
算
∧
添
付
書
類
∨

特定事業所加算

人員配置体制加算

別紙７★

サ
ー
ビ
ス
種
別
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区
分

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

同
行
援
護

行
動
援
護

療
養
介
護

生
活
介
護

短
期
入
所

重
度
障
害
者
等
包
括
支
援

共
同
生
活
援
助

施
設
入
所
支
援

自
立
訓
練
（

機
能
訓
練
）

自
立
訓
練
（

生
活
訓
練
）

宿
泊
型
自
立
訓
練

就
労
移
行
支
援

就
労
移
行
支
援
（

養
成
施
設
）

就
労
継
続
支
援
Ａ
型

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型

就
労
定
着
支
援

自
立
生
活
援
助

計
画
相
談
支
援

地
域
移
行
支
援

地
域
定
着
支
援

就労継続支援Ｂ型に係る基本報酬の算定区分 別紙29 ○

ピアサポート実施加算 別紙29-1★ ○

就労継続支援Ａ型に係る基本報酬の算定区分 別紙30 ○

就労継続支援Ａ型に係る基本報酬の算定区分
（就労継続支援Ａ型事業所におけるスコア表（全体））

別紙30-1 ○

自己評価等未公表減算 　　　― ○

賃金向上達成指導員配置加算 別紙31★ ○

就労定着支援に係る基本報酬の算定区分 別紙32 ○

就労継続者の状況 別紙32-1 ○

就労継続者の状況（新規指定の場合） 別紙32-2 ○

就労定着実績体制加算 別紙33 ○

職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算 　　　―　★ ○

精神障害者地域移行特別加算 別紙34★ ○ ○

強度行動障害者地域移行特別加算 別紙35★ ○ ○

社会生活支援特別加算 別紙36★ ○ ○ ○ ○ ○ ○

個別計画訓練支援加算 別紙37★ ○

地域移行支援サービス費の算定区分 別紙38★ ○

リハビリテーション加算 　　　―　★ ○ ○

サービス管理責任者配置等加算に関する届出書（共生型サービス） 別紙39 ● ● ●

ピアサポート体制加算 別紙40★ ○ ○ ○ ○

医療的ケア対応支援加算 別紙41★ ○

強度行動障害者体験利用加算 別紙42★ ○

居住支援連携体制加算 別紙43★ ○ ○ ○

日中活動支援体制加算（医療型短期入所） 別紙44★ ○

口腔衛生管理体制加算 別紙45 ○

機能強化型（継続）サービス利用支援費の算定区分【単独】 別紙46-1★ ○

機能強化型（継続）サービス利用支援費の算定区分【協働】 別紙46-2★ ○

主任相談支援専門員配置加算 別紙47★ ○

※　網掛け部分は基本報酬に係る届出

※　●は共生型サービスに係る加算

※　★は必要様式に加えて、根拠書類（要件を満たすことが分かるもの、資格証等の写し等）の提出が必要

必
要
様
式

障害福祉サービス等

そ
の
他
の
加
算
∧
添
付
書
類
∨

サ
ー
ビ
ス
種
別
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３ 廃止・休止・再開に係る届出書 

 ⑴ 廃止及び休止に関する届出 

ア 提出書類 

廃止・休止・再開届出書（第３号様式） 

※ 当該事業所の利用者が同種のサービスを引き続き利用できるようにするために講

じた措置について、詳しく記載してください。 

  イ 提出期限 

    廃止又は休止の１箇月前 
  ウ 事前相談 

    届出書を提出する前に、事前相談を行ってください。 
 

⑵ 再開に関する届出 

ア 提出書類 

・廃止・休止・再開届出書（第３号様式） 

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙２） 

イ 提出期限 

    再開後１０日以内 

  ウ 事前相談 

    再開予定日の１箇月前までに、事前相談を行ってください。 

 

４ 指定の更新 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により、指定事業者等

は６年ごとに更新を受けなければ指定事業者・施設としての効力を失います。 

 ⑴ 提出書類 

  ・指定（更新）申請書（第１号様式） 

  ・各サービスの指定（更新）に係る記載事項（付表） 

   ※付表の添付書類については、現在届け出ている内容に変更がない場合は不要です。 

  ・運営規程 

・誓約書（参考様式８、８－１、８－２のうち該当するもの） 

  ・役員等名簿（参考様式９） 

  ・介護給付費等算定に係る体制等（加算）に関する届出書（第５号様式） 

  ・介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表（別紙１） 

  ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙２） 

 

⑵ 提出期限 

   指定期間満了日の２箇月前 

 

⑶ 留意事項 

○ 指定期間満了日までに申請がないと指定更新は受けられません。 

○ 同じ事業所番号でも、各事業の指定期間満了ごとに更新申請書の作成が必要です。 

○ 事業を休止している間に指定期間満了を迎える場合、指定期間の満了をもって指定の効

力を失うことになります。指定更新申請を行う場合は、再開届出書が必要です。 

○ 指定更新する意思がない場合は、事前に電話で御連絡のうえ、廃止届出書を提出してく

ださい。 
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５ 障害福祉サービス等により事故が発生した場合の京都市への報告 

 

１ 報告すべき事故の範囲 

 （１）事故の種類 

ア 利用者の死亡 

(ｱ) サービスの提供により利用者が死亡した場合 

(ｲ) 利用者の死亡原因に疑義がある場合 

イ 利用者の怪我等 

怪我等とは、サービスの提供により発生した骨折、火傷、創傷、誤嚥、異食、誤与薬

等のうち、入院又は医療機関での治療を要するものをいう（ただし、軽微な治療で済む

ため、管理者が報告の必要を認めないものは除く。）。 

ウ 利用者の保有する財物の損壊、滅失 

エ 従業員の法令違反により利用者の処遇に影響を及ぼすもの 

オ 利用者の感染症又は食中毒 

感染症又は食中毒とは、発生を予防し、蔓延の防止を図る必要のある感染症、結核、

疥癬、食中毒をいう｡ 

カ その他、管理者が報告を必要と判断したもの 

（２）事故の原因 

事業者の過失の有無を問わない。 

（３）事故発生の時間帯 

ア サービス提供中の事故 

イ 利用者が障害者施設又は事業所内に所在中の事故 

ウ 送迎中の事故 

エ 通院付添い中の事故 

 

２ 報告事項 

感染症又は食中毒以外 感染症又は食中毒 

（１）報告年月日 

（２）事業所の概要 

ア 法人の名称 

イ 事業所番号、事業所の名称、 

所在地及び電話番号 

ウ 報告者の職名及び氏名 

エ 事業（施設）の種類 

（３）利用者の概要 

ア 氏名、生年月日、連絡先(電話番号) 

イ 受給者証番号、障害種別、特記事項 

（４）事故の概要 

ア 事故が発生した日時及び場所 

イ 事故の種別 

ウ 事故発生の経緯 

エ 事故後の対応 

（５）利用者及び家族への対応等 

ア 利用者の状況 

イ 利用者・家族等に対する連絡・説明 

ウ 損害賠償等の状況 

（６）事故の原因及び今後の改善策 

（１）報告年月日 

（２）事業所の概要 

ア 法人の名称 

イ 事業所番号、事業所の名称、 

所在地及び電話番号 

ウ 報告者の職名及び氏名 

エ 事業（施設）の種類 

（３）発生時の状況 

ア 疾患名 

イ 報告理由 

ウ 発症者数 

エ 最初に患者が発生した日 

オ 主な症状 

カ 医療衛生企画課への報告状況 

（４）終息の状況 

ア 新たな患者が最後に出現した日 

イ 発症者数（実数） 

ウ 死亡者の有無、氏名等 

エ 今後の改善策 

オ 医療衛生企画課の報告状況 
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３ 報告先 

 （１）利用者が本市の利用者である場合は、京都市障害保健福祉推進室（児童福祉法によるサー

ビスの場合は京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課）に報告する

こと。 

 （２）利用者が本市以外の利用者である場合は、当該自治体に対し、当該自治体が定めるところ

により報告すること。ただし、指定管理その他本市委託事業における事故の場合は、個人情

報を除き本市にも報告すること。 

 （３）感染症又は食中毒が発生した場合は、京都市障害保健福祉推進室（児童福祉法によるサー

ビスの場合は子ども家庭支援課）に報告するとともに、京都市保健福祉局医療衛生推進室医

療衛生企画課に報告すること。 

 （４）（１）～（３）のほか、利用者の家族等に対し、速やかに連絡すること。 

 

４ 報告の方法 

 （１）報告は、本取扱要領に定める「事故報告書」によること。感染症又は食中毒が発生した場

合は、「事故報告書（感染症又は食中毒）」によること。ただし、既に事業者において必要

項目が網羅された様式を作成している場合は、当該様式を使用して差し支えない｡ 

 （２）事故の発生を知った日から３日以内に報告すること。ただし、一回の報告により完結しな

いときは、次の要領によるものとする。 

ア 第一報として、事故の発生を知った日から３日以内に記入可能な項目について、（１）

に定めるところにより報告する。 

イ 第一報で報告できなかった項目について、報告が可能となったときには、第二報とし

て遅滞なく（１）に定めるところにより報告する。 

ウ 事故処理が長期化する場合は、適宜、途中経過を報告するとともに、事故処理が完了

した時点で、最終報告を行う。 

 （３）緊急性の高いものについては、京都市に対し速やかに電話により報告するとともに、その

後に事故報告書を提出すること。 

 （４）感染症又は食中毒が発生したときは、原則として、発生時及び終息時（医療衛生企画課か

ら終息したと認められた時）の二回、報告を行い、必要に応じて途中経過を報告すること。

また、関連法に届出義務が定められている場合は、これに従うこと。 

 

５ 京都市の対応 

 （１）報告を受けた所管課は、事故に係る状況を把握するとともに、必要に応じ障害福祉サービ

ス等事業者に対し助言を行う。 

 （２）障害福祉サービス事業者について指定基準違反の疑いがある場合は、京都市障害保健福祉

推進室を経由して京都市保健福祉局保健福祉部監査指導課に（児童福祉法によるサービスの

場合は子ども家庭支援課から京都市子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室に）情報提供

し、状況により連携して対応する。 

 

６ 実施日 

令和３年３月１日以降の事故については、本通知に基づき処理すること｡ 
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障害福祉サービス等事業者における事故発生時の報告に係るＱ＆Ａ 

 

【報告すべき事故の範囲】 

 

Ｑ１ 創傷とは？ 

 

Ａ１ 創傷とは、擦過傷、打撲傷、挫傷、裂創、切創、刺創(刺し傷)等をいう｡ 

 

Ｑ２ 利用者の保有する財物の損壊、滅失とは、どのような事例を想定しているのか｡ 

 

Ａ２ ヘルパーが派遣先で家具を壊した場合、訪問途上にひったくりや車上荒しの被害

に遭い、サービス受給者証等の入った鞄等を盗まれた場合等を想定している｡ 

 

Ｑ３ 従業員の法令違反により利用者の処遇に影響を与えるものとは、どのような事

例を想定しているのか｡ 

 

Ａ３ 利用者の預り金の横領や、送迎中における職員の交通ルール違反に起因する交通

事故等を想定している｡ 

 

Ｑ４ 事業者の過失の有無を問わないとは、どのような事例を想定しているのか｡ 

 

Ａ４ 利用者間の喧嘩、無断外出、送迎中の追突等、第三者や利用者自身に主たる原因

があるものも含むという趣旨である｡ 

 

 

【感染症又は食中毒について】 

 

Ｑ５ 報告を行う感染症の範囲は？ 

 

Ａ５ 原則として、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める

もののうち、以下について報告を行う。 

・１類～４類感染症 

・新感染症 

・指定感染症 

・新型インフルエンザ等感染症 

・その他集団発生が想定されるもの（感染性胃腸炎、メチシリン耐性黄色ブドウ

球菌、上記に含まれないインフルエンザ等。ただし、集団生活を行わない訪問

系サービス利用者個人に発生した場合にまで報告を求めるものではない。） 

 

なお、職員が感染症に罹患した場合は、利用者等への感染拡大が危惧される事案

について、報告を行うものとする｡ 
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Ｑ６ 報告を求める食中毒の範囲は？ 

 

Ａ６ 原則として、施設及び通所系サービス事業所において、食事の提供を行った場合

とする。配食サービスについても、事業所の責任において利用者に食事の提供を行

った場合は、同様とする。 

訪問系サービスについては、例えば、居宅介護により食事の準備を行った場合

等において、食中毒の発生が介護員に起因する可能性のある場合等に、報告を行う

ものとする｡ 

 

Ｑ７ 発症者数が１名であっても、報告するのか。 

 

Ａ７ １類～４類感染症、新感染症、指定感染症、新型インフルエンザ等感染症が発生

した場合は、発症者数が１名であっても報告を行うものとする。 

５類感染症又は食中毒が発生した場合は、次の場合に報告を行うものとする。 

① 死亡者又は重篤な患者が１週間内に２名以上発生した場合 

② 同一の感染症又は食中毒による患者等が１０名以上又は全利用者の半数以

上発生した場合 

③ 通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者等が報告の

必要を認めた場合 

 

 

【その他】 

 

Ｑ８ 事故の報告を行った事業所の名称等は、公表されるのか。 

 

Ａ８ 本市において事業所名等を公表することはないが「京都市公文書の公開に関する

条例」に定めるところにより公文書の公開の請求があった場合は、個人のプライバ

シーに関する情報等、同条例により非公開とされる情報を除き、請求者に対して事

故報告書を公開する。 
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感染症法における分類一覧（令和５年５月８日改正）

※以下網掛け部分の感染症が発生した場合は，原則報告書の提出が必要です。

感染症の分類

エボラ出血熱 南米出血熱 ラッサ熱

クリミア・コンゴ出血熱 ペスト

痘そう マールブルグ病

急性灰白髄炎 重症呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）　※１ 鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９）

結核 中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）　※２

ジフテリア 鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）

コレラ 腸管出血性大腸菌感染症 パラチフス

細菌性赤痢 腸チフス

Ｅ型肝炎 腎症候性出血熱 ブルセラ症

ウエストナイル熱（ウエストナイル脳炎含む） 西部ウマ脳炎 ベネズエラウマ脳炎

Ａ型肝炎 ダニ媒介脳炎 ヘンドラウイルス感染症

エキノコックス症 炭疽 発しんチフス

黄熱 チクングニア熱 ボツリヌス症

オウム病 つつが虫病 マラリア

オムスク出血熱 デング熱 野兎病

回帰熱 東部ウマ脳炎 ライム病

キャサヌル森林病 鳥インフルエンザ（二類の鳥インフルエンザを除く）　※４ リッサウイルス感染症

Ｑ熱 ニパウイルス感染症 リフトバレー熱

狂犬病 日本紅斑熱 類鼻疽

コクシジオイデス症 日本脳炎 レジオネラ症

サル痘 ハンタウイルス肺症候群 レプトスピラ症

ジカウイルス感染症 Ｂウイルス病 ロッキー山紅斑熱

重症熱性血小板減少症候群　※３ 鼻疽

アメーバ赤痢 細菌性髄膜炎　※７ バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症

ＲＳウイルス感染症 ジアルジア症 バンコマイシン耐性腸球菌感染症

咽頭結膜熱 侵襲性インフルエンザ菌感染症 百日咳

インフルエンザ　※５ 侵襲性髄膜炎菌感染症 風しん

ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く） 侵襲性肺炎球菌感染症 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎 水痘 へルパンギーナ

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 水痘（入院例に限る） マイコプラズマ肺炎

感染性胃腸炎 性器クラミジア感染症 麻しん

感染性胃腸炎（ロタウイルスに限る）　 性器ヘルペスウイルス感染症 無菌性髄膜炎

急性出血性結膜炎 尖圭コンジローマ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

急性弛緩性麻痺（急性灰白髄炎を除く。） 先天性風しん症候群 薬剤耐性アシネトバクター感染症

急性脳炎　※6 手足口病 薬剤耐性緑膿菌感染症

クラミジア肺炎（オウム病を除く） 伝染性紅斑 流行性角結膜炎

クリプトスポリジウム症 突発性発しん 流行性耳下腺炎

クロイツフェルト・ヤコブ病 梅毒 淋菌感染症

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 播種性クリプトコックス症 新型コロナウイルス感染症

後天性免疫不全症候群 破傷風

再興型インフルエンザ 新型インフルエンザ

再興型コロナウイルス感染症

新感染症

指定感染症

※１　病原体がベータコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る。

※２　病原体がベータコロナウイルス属ＭＥＲＳコロナウイルスであるものに限る。

※３　病原体がフレボウイルス属ＳＦＴＳウイルスであるものに限る。　

※４　鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１及びＨ７Ｎ９）を除く。

※５　鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※６　ウエストナイル脳炎，西部ウマ脳炎，ダニ媒介脳炎，東部ウマ脳炎，日本脳炎，ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

※７　インフルエンザ菌，髄膜炎菌，肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。

既知の感染症の中で、一から三類及び新型インフルエンザ等感染症に分類されないが同等の措置が必要となった感染症（延長含め最長２年）

三類(5)

定義・疾病名

人から人に伝染すると認められ、既知の感染症と症状等が明らかに異なり、その伝染力及びり患した場合の重篤度から危険性が極めて高い感染症

一類(7)

感染力、り患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高い感染症

二類(7)

感染力、り患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高い感染症

新型インフル
エンザ等感染症

人から人に伝染すると認められるが一般に国民が免疫を獲得しておらず、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症

感染力やり患した場合の重篤性などに基づく総合的な観点からみた危険性は高くないものの、特定の職業に就業することにより感染症の集団発生を起こしうる感染症

四類(44)

人から人への伝染はほとんどないが、動物、飲食物などの物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれのある感染症

五類(49)

国が感染症発生動向調査を行い、その結果に基づき必要な情報を国民や医療関係者などに提供・公開していくことによって、発生・拡大を防止すべき感染症
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６ 各種届出の提出先 

 ⑴ 提出先の担当 

  ア 変更届、給付費等届出書、廃止・休止・再開届、辞退届及び指定更新申請書 

   (ｱ) 訪問系サービス 

      京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室 事業者指定担当 

   (ｲ) 施設系サービス 

      京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室 事業者指定担当 

     

  イ 事故報告書 

   (ｱ) 訪問系サービス 

      京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室 在宅福祉第一担当 

   (ｲ) 施設系サービス 

      京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室 施設福祉担当 

 

訪問系サービス 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援など 

施設系サービス 療養介護、生活介護、短期入所、障害者支援施設、自立訓練（機能訓

練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）、就労

定着支援、自立生活援助、共同生活援助など 

 

 ⑵ 住所・連絡先 

京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室 

〒６０４－８５７１ 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地 京都市役所分庁舎 4階 

電 話（０７５）２２２－４１６１ 

ファックス（０７５）２５１－２９４０ 

 

７ 各種届出書等の様式 

本書に掲載した各種届出書等につきましては、京都市のホームページ「京都市情報館」の「障

害福祉サービス等事業者向けの情報」にて最新版の様式を提供しておりますので、そちらから

ダウンロードして御活用ください。（１９ページ以降参照） 

14



８ 業務管理体制の整備の届出 

平成２４年度から、指定障害福祉サービス事業者等は法令遵守等の業務管理体制の整備が義

務付けられています。 

 ⑴ 対象となる事業 

【障害者総合支援法に基づくもの】 

ア 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者（第５１条の２） 

イ 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者（第５１条の３１） 

【児童福祉法に基づくもの】 

ウ 指定障害児通所支援事業者（第２１条の５の２６） 

エ 指定障害児入所施設の設置者（第２４条の１９の２） 

オ 指定障害児相談支援事業者（第２４条の３８） 

⑵ 業務管理体制の整備の内容及び届出事項 

業務管理体制の整備の内容は、事業所等の数に応じて定められています。 

 必要な業務管理体制の整備の内容（届出事項） 

指定事業所

の数（※） 

①法令遵守責任者の選任 

（法令遵守責任者の 

氏名・生年月日） 

②法令遵守規程の整備 

（規程の概要） 

③業務執行の状況の 

監査の実施 

（監査の方法の概要） 

１ ９ 以 下 ○ － － 

２０～９９ ○ ○ － 

１００以上 ○ ○ ○ 

※ 事業所数の数え方 

・ 障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに数えます。 

 ・ 事業所番号が同じでもサービス種別が異なる場合は、それぞれを１つと数えます。 

  例）同一事業所番号で居宅介護、重度訪問介護、同行援護を実施…３事業所 

    生活介護と就労継続支援Ｂ型を実施する多機能型事業所…２事業所 

 ・ 障害者支援施設は施設入所支援と昼間実施サービスを合わせて１つと数えます。 

  例）施設入所支援、生活介護、自立訓練を実施する障害者支援施設…１事業所 

 ・ 一般相談支援事業所は、地域定着支援、地域移行支援をそれぞれ１つと数えます。 

・ 同一サービスの従たる事業所や出張所は数えません。 

 ・ 地域生活支援事業（移動支援、日中一時支援等）や基準該当事業所は数えません。 

⑶ 届出先 

届出先は、事業所等の所在地によって決まるものであり、事業者の主たる事務所の所在地

ではありません。また、平成２９年４月１日から、届出先が一部変更されていますので注意

してください。 

 

区  分 届 出 先 

① 事業所等が２以上の都

道府県に所在する事業者 

厚生労働省本省 

社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室 

② 全ての事業所等が京都

市内に所在する事業者 

京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室 

（障害者総合支援法に基づく事業） 

京都市子ども若者はぐくみ局 子ども家庭支援課 

（児童福祉法に基づく事業） 

③ ①及び②以外の事業者 

京都府健康福祉部 

 障害者支援課（障害者総合支援法、児童福祉法に基づ

く事業） 
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 ⑷ 届出様式等（京都市に届け出る場合） 

届出が必要となる事由及び根拠法令に応じて、以下の様式にて届け出る必要があります。 

届出が必要となる事由 届出様式 

①業務管理体制の整備に関して届け出る場合（新規） 

※ 事業所数は、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに数え、

根拠条文ごとに体制の整備及び届出が必要です。 

 例）居宅介護５、重度訪問介護５、生活介護７、障害者支援施設３、特定相

談支援事業３、児童発達支援３、放課後等デイサービス３箇所を運営する

事業者 

居宅介護５、重度訪問介護５、生活介護７、障害者支援施設３ 

 ⇒２０事業所、第１号様式（第５１条の２）で届出 

特定相談支援事業３ 

 ⇒３事業所、第１号様式（第５１条の３１）で届出 

児童発達支援３、放課後等デイサービス３ 

 ⇒６事業所、第２号様式（第２１条の５の２６）で届出 

 

 ○指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設（第５１条の２） 

○指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者（第５１条の３１） 
第１号様式 

○指定障害児通所支援事業者（第２１条の５の２６） 

○指定障害児入所施設の設置者（第２４条の１９の２） 

○指定障害児相談支援事業者（第２４条の３８） 

第２号様式 

②事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた

場合 

 ※ 変更前の行政機関及び変更後の行政機関の両方に届け出る必要があり

ます。 

 例）京都市内のみで事業を実施していた事業者が、新たに宇治市において事

業を開始した場合 

   届出先：京都市 → 京都府 に変更 

 

 ○指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設（第５１条の２） 

○指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者（第５１条の３１） 
第１号様式 

○指定障害児通所支援事業者（第２１条の５の２６） 

○指定障害児入所施設の設置者（第２４条の１９の２） 

○指定障害児相談支援事業者（第２４条の３８） 

第２号様式 

③届出事項に変更があった場合 

 ※ 以下の場合は届け出る必要はありません。 

  ・事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない

場合 

  ・法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な

変更の場合 

 

 ○指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設（第５１条の２） 

○指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者（第５１条の３１） 
第３号様式 

○指定障害児通所支援事業者（第２１条の５の２６） 

○指定障害児入所施設の設置者（第２４条の１９の２） 

○指定障害児相談支援事業者（第２４条の３８） 

第４号様式 
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９ 指定障害福祉サービス事業者等の指定基準等を定める条例 

 本市における障害福祉サービス事業等に係る基準条例の概要については、以下のとおりとな

ります。 

⑴ 基準条例の名称 

○ 京都市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業及び

施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例 

 

⑵ 概要 

   次の独自基準以外については、厚生労働省令と同じ基準となります。 

ア 市独自の基準 

   (ｱ) 暴力団の排除【対象：すべての事業所・施設】 

    ・申請者にかかる要件は、法人であり、暴力団員等でないこと。 

    ・管理者及び施設長は暴力団員であってはならない。 

    ・事業及び施設の運営について、暴力団員等の支配を受けてはならない。 

   (ｲ) 短期入所の食費の受領【対象：指定障害福祉サービスのみ】 

      利用者にとってより明確で分かりやすいサービスとなるよう、原則として、１食単

位で食費を受領すること。 

   (ｳ) 障害者支援施設の規模【対象：障害者支援施設のみ】 

      日中活動サービスとして生活介護以外の事業を実施する障害者支援施設について

は、施設入所支援の定員を通所事業と同じ「２０人以上」に引き下げる。 

   (ｴ) 職員研修【対象：地域活動支援センター及び福祉ホームのみ】 

      職員の資質の向上に向けた研修の機会を確保すること。 

      ※ 地域活動支援センター及び福祉ホーム以外の事業所・施設については、厚生労

働省令に同様の規定あり。 

   (ｵ) 建築物の耐震性【対象：入所又は通所サービス】 

      入所又は通所サービスを実施する事業者は、耐震性を有する建築物で事業を実施し

なければならない。 

    ○ 障害福祉サービス事業のうち療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行

支援、就労継続支援及び共同生活援助 

    ○ 障害者支援施設 

    ○ 地域活動支援センター 

    ○ 福祉ホーム 

 

 

 

 

 

 
 

＜経過措置＞ 

     平成２７年７月１日の前日において本市の区域内に存する事業所等については、この

規定を適用しません。ただし、同一建物内で使用場所を増やす場合や、事業所を移転す

る場合は、条例の適用対象となります。 

     なお、既存の事業所等については、耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うこ

とが、努力義務として定められています。 

＜「耐震性を有する」とは？＞ 

① 昭和５６年６月１日以降に新築の工事に着手して（建築確認を行って）いること。 

② 昭和５６年５月３１日以前に新築の工事に着手した（建築確認を行った）ものにあって

は，耐震診断報告書において耐震性を有することを確認していること，又は耐震改修工事

等により耐震性を有していることを確認していること。 
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イ 市独自基準以外の基準 

   以下の厚生労働省令のとおりとなります。 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 

平成１８年９月２９日 

厚生労働省令第１７１号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 

平成１８年９月２９日 

厚生労働省令第１７２号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 

平成１８年９月２９日 

厚生労働省令第１７４号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準 

平成１８年９月２９日 

厚生労働省令第１７５号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

福祉ホームの設備及び運営に関する基準 

平成１８年９月２９日 

厚生労働省令第１７６号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 

平成１８年９月２９日 

厚生労働省令第１７７号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 

平成２４年３月１３日 

厚生労働省令第２７号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 

平成２４年３月１３日 

厚生労働省令第２８号 
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障害福祉サービス事業者等向け情報のホームページについて 

 

 本市では、障害福祉サービス事業者等の皆様への周知をホームページにより行ってい

ます。是非知っていただきたい情報や届出の注意事項（届出が必要なものの案内等）を

掲載していますので、事業者の皆様におかれましては、定期的に、内容を御確認いただ

きますようお願いします。 

 なお、変更届、加算届等につきましては、様式及び添付書類を変更している場合があ

りますので、最新の情報を確認のうえ、御提出いただきますようお願いします。 

 

検索方法 

 以下に変更届及び加算届関係のホームページの検索方法をお知らせしますので、ご活用

いただきますようお願いします。 

 

 

 

① 「京都市情報館」を検索エンジン（グーグル、ヤフー等）で検索してください。 
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② 京都市情報館のトップページの「健康・福祉・教育」をクリックしてください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③  「障害者福祉→障害者福祉の一覧を表示」をクリックしてください。 
 
 

「京都市情報館」 
 と入力 

 
  

 
  

こ
こ
を
ク
リ
ッ
ク 

 
 

こ
こ
を
クリック
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④ 「障害福祉サービス等事業者向けの情報」をクリックしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ 「障害福祉サービス等事業者向けの情報」のページです。 

 
 

…… イ 

…… ウ 

 

ここを

クリック

 

…… エ 

…… ア 

ここをクリック 

…… イ 

…… ウ 

…… エ 

事故報告書は 

こちらから 
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 ア 「お知らせ」のページです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 イ 「障害福祉サービス・地域生活支援事業者の指定等に関する届出」のページです。 
 

新着情報はこちらにアップされますので， 

このページをブックマーク登録し， 

定期的に確認してください。 

障害福祉サービス等の指定申請，指定更新申請，

変更届，加算の届出，業務管理体制の届出など，

各種書類の様式はこちらからダウンロードして

ください。 
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 ウ 「通知・様式・マニュアル等」のページです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 エ 「障害福祉サービス事業者に対する指導監査等」のページです。 
 
 

京都市からの事務連絡や，事故報告書，各種マ

ニュアル・様式などは，このページからダウン

ロードしてください。 

京都市における指導監査のページです。 

主に自主点検表や集団指導に係る項目を 

取り上げています。 
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